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　同種・類似業務の区分判定について
　今回の業務の点検対象はボックスカルバートの開
削トンネルであり、同様の施設を点検した業務の実
績を同種業務として提示する予定。
但し、当該施設の点検は「トンネル定期点検要領」
ではなく、「シェッド・大型カルバート等定期点検
要領」に基づいて点検を実施した。
対象施設をベースで考えると同種業務と捉えること
ができ、点検要領ベースで考えると類似業務と捉え
ることもできるが、この場合はどちらの業務区分で
捉えるべきか。
---------------------------------------------
同種業務：地下道（トンネル）に関する点検調査等
業務
類似業務：コンクリート構造物（地下道、トンネ
ル、シェッド、大型カルバート、擁壁等） に関する
点検調査等業務

　本業務の点検対象であるボックスカルバートの開
削トンネルと同様の施設を点検した業務であるなら
ば同種業務となります。

質 問 回 答 書

質 問 事 項 回 答

　技術者表彰等の有無について東京航空局以外で
「他局」の表彰がある場合に加点対象となるようで
すが、「他局」とはどこまでの機関を指しているで
しょうか。

　「他局」の範囲については、東京航空局を除く国
土交通省が所管する建設コンサルタント業務の表彰
を対象としています。


